
内子町の給与・定員管理等について

1 総括

(1)人件費の状況 (普通会計決算)

(注)1 職員手当には退職手当を合まない。

2 職員数は 平成 26年 4月 11■在の人数である.

3 給与贅については ■期付短期時間勤務職員 (再任用較員 (短峙 II勤務))の 給与費が含まれてお り 腋員数には

当該lll員 を含んでいない

(3)ラ スパイレス指数の状況 (各年4月 1日 現在)

区分
住民基本台帳人口

(平成 27年 1月 1日 )

歳出額

A

実質収支 人件費

B

人件費率

B/A
(参考〉

25年度の人ll費 率

平成26年 度
人

17,823

千円

10 400,513

千 円 千円

1 810 840

●
.

173

%

178

2)職 員給与費の状況 (普通会計決算

区分 職員数
給与費 一人当たり

給与費3ム給 料 職員手当 期末 勤勉手聖 計  B

平成26年 度
211

千円

743,904

千円

123,942

千円

269 208

千円

l ]37 054

千 円

5 390

類似団体平均

■H24

口H25

■H26

■H27

全国町村平均

(注〉1 ラスパイ レス指数とは 国家公務員の給与水準を 100と した場合の地方公務員の給与水準を示す指数である

類似団体平均とは 人口規模 産業構造が類似 している団体のラスパイ レス指繋を単純平均 したものである

平成 24 25年 は国家公務員の時限的な (2年 間)給与改定 臨時特例法による|.蒔減額措置が無いとした場合の値である.

(4)給 与改定の状況

月

区分
人事委員会の報告

国の改定率
民間給与 A 公務員給与B 較差A― B 勧告 (改 定率)

輌 う 0疋 ギ

平成27年度 410.465円 408 996円 1,469円

(注)1民 間給与J  I公務員J給与は 人事院勧告において公民の 4月 分の給与額をラスパイ レス比較 した平 l●給与月額である

(注 )「民間の支給告1合 Jは 民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合 「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である

(5)給与制度の総合的見直 しの実施状況につい

①給料表の見直し

【 動 ⑪ 】 人事院勧告に準拠 したため

②地域手当の見直し 支綸対象地区ではないため該当なし 東京事務所勤務者のみ見直し 支給ネ18%から20%へ 船 与改訂後平成27年 4月 に遡及して2%支給)

0その他の見直し   単身赴任手当については国と同様に見直しを実施 23,000円→30,000円 (平成27年 4月 1日 実施)



職員の平均給与月額 初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 (平成 27年 4月 1日 現在)

平均給■月額
(国 ミース)

平●給 Jj月 な

313400 1

3126471'

`分

公務員 参 考

平均年歯i 1=rl給料月額
平均や■月額

(A)
平均給,月 額
01ベース)

対 1さ¬
‐
う1ヽ

いの

“

似職
種

平均|=齢
平均給 与月額

(13)
A′ B

内 子1 526歳 27] 800 1Ч 3007,3円 2,007,円

うちユ 1■ 千

うち,,務 H

うち調理 員

484歳 28080011 353500円 2,34501 562晟 198210円 ] 78

557歳 285900ヨ 2869001 286900日 月,務 長

521歳 258800ロ 2148671'1 261,67 ¬ 調理 ■ 435歳 217 100 || 1 2,

愛媛県 507改 331,911J 36,358円 348722円

IIl 502蔵 289141円 328818 1 用務兵 516蔵 200 300  1

魚 ll■ 体 190藪 28,3091] 32■ 0291 302916 '

|え 分

参 考

年収ベース (試算値)の比較

公務員
(C)

民間
(D)

C/D

杓了町 5 697 262  J

|          ::][]

5414700円 2856000円 ]0

4585S00¬ ,5823001] , F8

4380604円 3125000円

′午収^―
ス0「公務員 (C, 及び [民昴 (:))Jの デー タ

' 
それぞれ平均I.与 月社を 21■ した i,の に 公

"ヽ

,に おιで

は前年度に文Ⅲされた 場業 勁勉 千当 民ilに l・ いて
'前

■に

'tさ
れた年 |・

●■与の績を1]え たま

'11で

ある

01)1 「1'つ 綺
=1月

積Jと ま 平成21,4月 1日 ,す にお する午¨延ごとの凧員F'た本作引 IIIである

2 '平 均給 与月枷Jと
' 

綸 ll月 績 と毎

"支
夕、われる扶ヽ手当 地域千当 |1月 ■当 11‖ 外tl方 千当などのす

べての高
=当

の練を合刷した ものであり lL方公あ員十■実上訓本に t・ いて明 らかにされているものである

また '平均詰与月額01^― ス)JIま ロメ公あ員の平I● 給与ツ]IIに
=時

‖

“

勤務手当 '外蜘

“

i当 等の子

当,含 まれていなιことから 比較のため国■公務員とFう しベースで,F申 したi,の である

3 国
=公

古員lllに お■る「平均

“

|1月 額J及び「平均綸与月漁J 01^― ス
'め

括弧■さは 給与改定l・ ll法に

によるIIにかないとした場合の11(減 4責 前)で ある

※民,データは 賃金|=せ■本

“

詳調●にf・ いて公表されてい‐●データを■1,し ている (平 成]2ヽ 241:の 3″ 年平均,

来■ti'取 1燕種と1モ 間の耐,年 の比較にあたり 年い た務内容 に1形■■●
'点

において完全に一致しているもの

でまない

(2)職 員の初任給の状況 (平成 27年 4月 1日 現在 )

ロイ公務員llに II・ ける括弧●き
' 

総ケ改定十例ユ
=こ

よる壮置11な いとした場合の値 は仙前)で た,る

(3)職 員の経験年数月1 学歴別1平均給料月額の状況 (平 成 27年 4月 1日 現在 )

`分
′,イ || 愛猛 J.: 口

11`i政賦
大学ヽ 】71200円 177600円 171200円

高校■ 142100円 1443001 142■ 001'

lk能 労務ll
高校卒 1412001', 140999ロ

中学 .~ ]35100円 121432円

κ分 経験年歎 0■ 経 Ij● 年数 5年 Il験 午な20年

-11行 政 III

大学■ 283500円 323100円

高校

“

316600円

狡lt労 務Itl

高校卒

中学卒 246000''



3 -般 行政職の級別職員数等の状況

4 職員の手当の状況

(注)]内 子町の給与条例に基づく給料表の緻区分による殷員数である

2 標準的な職務内容とは それぞれの級に該当する代表的な薇務である.

1 空て等の状況 (平成 27年 4月 1日

区分 標準|,な職務内容 職員数 構成比

l ilk
主事補 技lT補 、保育士 厚生員 主事、

技師 (2級を除 く)

24人 ]4 9

2級 主
= 

技師 保育士、厚生員 8人 50

3級 係長 主任、主査 上萩保育士 上級厚生員 87人 54 1

4級
課長補佐 室長 (5級を際く) 保育同長

農業委員会事務局次長、専門員
26人 16 1

5級
課長 議会事務局長 (6級を1祭 く) 室長

小田支所長 (6級を除 く) 主幹
7人 44

6級 鰈長、議会事務局長 (611aを 除 く) 小口文所長 9人 56

合 .I ]61人 1000

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

●6級

■5級

■4級

■3級

■2級

■1級

平成27年 の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

給与構造改革による新たな制度の導入 実施により、

評価する勤務成績に応 じ 昇給区分 (0号から8号給 )

昇給については1月 1日 から12月 3]日 までの所属長が

を決定しています.

1 当当・

内子町 愛媛県 国

1人当た り平均支給額 (26年度 )

1,318千 円

1人 当た り平均支給額 (26年度 )

1,623千 Pl

(26年度支給杏1合 )

期末手当                            勤勉手当

260月 分                          ]5o月 分

(145)月 分                          (07)月 分

(26年度支給割合 )

期末手当    勤勉手当

260月 分     160月 分

045)月 分    (o7)月 分

(26年度支綸割合 )

期末手当    勤勉手当

260月 分    150月 分

046)月 分   (07)月 分

(加算措置の状況)

職制上の段階 取務の級等による

力1算措置

(力 1算措置の状況 )

職制上の段階 職務の級等による

力1算措置

〈力]算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による

力]算 F.・置

(注 ) )内は 再任用職員に係る支給割合である。



(2)退職手当 (平成 27年 4月 1日 現在)

内子口r 国

(支給ネ )

勤lt2 0年

勁続 25午

勁続 35年

最高限度額

その他の力蔭 措置

定年前早期退職 ll別措置 (5～ 50%力 1算 )

1人 当た り14均支給額

自己都合   応募認定 せ|「

20445ル  ヽ2565625月
`29145月 分  346825月 分

41325月 分  4959月 分

4959月 分  4959月 分

9232千 l1  22929千 円

(支綺率)      自己都合   応,認 定 定年

勤統 20牛      20445月 分  2553623月 分

勤続 25年      29M5'1分  345825月 分

勤続 35年      41325月 分  1959月 分

最高限度讀      4959月 分  1959月 分

その他の力噂 措置

定午前早期退職特別措置 2～ 20ヽ力1算 )

(注)退較手当の 1人当たり平均支給薇は 2眸 度に退職 した驚負に文給 された平均菰である

3 特殊勤務手当 (平成 27年 4月 1日

支給実績 (26年度決算 ) 0円

支I.凧貞 1人 当た り平均文給年額 (26年度決算 ) 0ロ

赦員全体に占める手当支給職員の割合 (26年度 )

手当の種類 (手 当玖 ) 3種類

手当の名称 主な文■.対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する文綸単価

|ま 染症防疫作業手当 感染症の防疫存業に従iす る者 感染症の防友 ll業に従事 した場合 口額1,000円

死体取扱手当 π体収容■業に従事する者 死体収容ll業 に従事 した場合 ]件 当た り3500円

呪場 (危険)手 当 危険の伴 う作業に征事す る者 十里吉麗霊I青贔Xそ
のlL■務で

|.HJ客甲挙
[冒
蒼鰍希F従 'す

る

(4)時 間外勤務手当

支給夫演 (26年度決算 ) 37]29千 円

m員 1人 当たり平均実綸年猥

`26年

lit決算) 372千円

文綸実績 (25年 度決 算 ) 33975千 コ

織員 1人 当た り平均支I.年 類 (25年 li決 算 ) 345千 円

5)そ の他の手当 27年 4月 1日 現在 )

手当名 内容及び支給単価
度

同

制
具

の

の

日
と

と

容

店

内

制

る

の
な

国

共
支綸実績

(26年 度決算)

支給職員 1人 当た り

平均支給年額
(26年 ■・ 決算 )

扶養手当

配場者                3,00011
配‖者ll外               6500円

配憫者のいない場合の扶養期族

]人 について             ll.000']
2人 口か ら                6 500円

特定よ養 06～22歳 )力1算

1人 について                5000円

国 と同 じ

千円

31 716

円

273 408

住居手当

]借 家 借四居住者 〈月額

12000円 を超える家賃を支

払っている職員

限度額     27 0oo円
2 持家居住者              0円

国と同じ

持家居住者
の単

71iを
贅

媛県の条例
を適用 して

せ`る

千H

9 496

F]

27]30:

道勤手当

1 交通機関等利用

全額支給限度額           55000円
2 交通用其〈自動車等)使用者

通勁疇離 21■ 以 |の オ

2000日 ～24500円 を限度

国と同じ

千円

l1 365

円

70,152

特別職の報酬等の状況 (平成27年 4月 1日

区 分 給 料 月 ・tr 等

給

料

報

酬

市区町lF長 748 000 1]

605000円

(参考)類似団体における最高/最低額

827000 円 / 556,500 円

684,000 円 / 579000 ,]昴1 町 長

議 長 263.900円

213400円

20o800 円

045000円 /243000円
262,000円 /211600円
241000円 /183300円

11 議 長

議 員

期

末

手

当

市区町ll長 (26年度支給割合 )

310 月分扇1 ■I 長

議 長 (26年度文給割合 )

310 ,1分口

' 
議 員

議 員

退

職

手

当

市区町ll■

(算定方式 )

給料月類 ×46′ 100X勁 続期円l(力 数 )

l‐料月額 ×27/100X勤 続期間〈月数 )

(1期 の手当額 )

]6 515 8401ヨ

7.840,800円

〈文給期間 )

退職後 l月 以内

退職後 1月 以内副 町  長

術 考

(注)1 給ll及び報酬の ( )内は 減額措置をfrう 前の企額である

2 退職千当の 「1翔の手当額」は 4月 11■在の論ll月 額及び支綸幸に基づき lll(4年 -48月 )勁めた

場合における退職手当の見込孤である



6 職員数の状況

2 『 ]■は 条例定数の合iである

2)年齢別職員構成の状況

20%

(平成 27年 4月 1日 現在 )

、ヽ′

`

___構 成比

―__5年 前の構成比

18%

16%

14%

12%

10・●

8%

6%

4%

2%

0%

ハ

′

′

′

′

′

′

′

主 な
`1減

理 山

(万 似F体 の 人  |万 人 当た りrlI員 数  si 16人 ,

人口1万 人当た り■員数  ]1799 人

(,似団lム の人日l万人当た 0拉員数  07 0人 )

△ 3人

[ 0人 ]

ソ、日|万 人当た 0肛良X 12703 人

ヽ 分

20歳

未満

20厳

`2=歳

211ヽ

ヽ

2'歳

28i表

3歳

32歳

ヽ

35歳

361(

ヽ

39歳

40歳

,

43歳

41 歳

,

47‐・

18歳

ヽ

51版

52歳

ヽ

55"

66歳

ヽ

5,Ⅲ

60歳

以 上

訓

,員数
人 人

]4 ]5 1] 21 31 32

人

27 33 2

人

225

祉成 lt 01 31ヽ 62ヽ 49 03 138 0,

年度

訂,11,1
22年 23年 24年 25年 26年 27年

i過 J=6(卜 肯JO'

サ

"

減 数

一般,政 173 ]69 166 157 ]58 168 ▲ 5

教 ● 62 58 54 51 51 ▲ 9

11 防

普迪会計計 233 231 211 ▲21

公営企業等会訓 17 :7 16 ]6 16 ▲  l

11 24S 240 228 226 ▲25

(た,1 `年 におけるた■■理硼介において

2 合併 した団体にあ ,́ては ●li11の年については合,前 の
「

¬体の合長1鳳員数


